
実用新案登録出願の間において先後願関係が判

断されない｡このため,両出願を同時期に行う

ことにより,特許権の取得前に,特許製品を実

用新案権により保護することも可能である｡

また,中国の手続補正及び訂正の要件は,時

期的及び内容的に日本のそれらよりも厳しい｡

特に,訂正時に請求項の削除若しくは合併しか

認められない点は,日本の実用新案登録後の訂

正請求の要件とほぼ同等である｡この点で,日

本の出願人に酷ともいえる｡その一方で,中国

における分割出願の機会は日本のそれと比べて

多く,分割出願は,特許出願が回復不可の状態

にならない限り可能である｡手続補正の機会を

失った場合,分割出願をして再び審査に臨むこ

とができる点は,日本の出願人にとって有利で

ある｡ 

10.総 括

これまで,中国に特許出願をする際に日本の

出願人が特に留意するべき点を述べてきた｡日

本もそうであるように,中国でも制度の国際調

和が進められてきており,将来,日中間の特許

制度の違いは少なくなると思われる｡

しかし,特許制度が変化しても,人の考え方

及び習慣は,なかなか変化 しない｡日本人が常

識と思っていることであっても,中国では常識

ではないこともある｡これは,中国と日本との

間に限らず, 日本と米国, 日本とイギリスとの

間でも同様である｡国が異なれば,常識も異な

る｡

日本の出願人と日本の代理人との間であれば,

双方とも暗黙の了解が通じるため,逐一,電話

あるいは文書にて相手側に連絡しなくても,円

滑に手続が進行することが多い｡

しかし,日本の出願人 (あるいは出願の仲介

をする日本の特許事務所の担当者)と中国の代

理人との間では,逐一,文書あるいは電話で連

絡をとり合わないと,円滑な手続は望めない｡

｢言わなくてもわかるでしょう｣という理屈は,

国際的に通じない｡

したがって,日本の出願人等は,各国間の法

律の相違に起因する事項以上に,考え方 ･習慣

の相違に起因する事項に留意し,特に,明確な

意思表示を心がけるべきである｡
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10) ((その 1)に前出したものに同じ)

葛樹,中国専利局審査マニュアルの改訂,pp.6-

7(2002),平成14年10月 2日開催の中国知的財産

権 セ ミナー資料,特許庁主催 

12 lXト8p.) 張立岩,江恵民,国際法務戦略 Vo. ,p4 
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